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があった。本研修会の参加者には「研修終了証」が

授与されているが、それ以外のメリットはないこと

も問題視されている。参加へのインセンティブをど

うするべきかは、今後の課題の一つである。

平成25年度以降の研修会のあり方については、本

事業の主体である北海道と改めて検討したいと考え

ている。

まとめ

平成24年度の「主治医の意見書記載・研修会」の

結果等について報告した。介護保険制度が創設され

10年以上が過ぎ、対象高齢者の急増、また介護スキ

ルの進歩などによって幾つかの制度矛盾が明らかと

なってきている。特に現在の時間軸による判定基準

が施設入所者を対象とした「タイム・スタディ」か

ら算出されたものであり、在宅高齢者の介護時間と

は必ずしも一致しないことを指摘しておきたい。こ

の点からも高齢者の生活条件を勘案した二次判定が

なされるべきと考えられる。

高齢者介護の基本が「食事・排泄・清潔保持・移

動そして人権の尊重」の５条件であることは変わら

ない。高齢者が自立した生活を送るためには、これ

らの条件を満たす「ケア・プラン」に支えられた

「介護保険制度」の利用が必要である。

横倉新日医会長は「地域医療の問題解決は、地域

医師会からの提案によるボトムアップ」が今後の課

題であることを強調されている。「地域包括ケア」を

支えるためにもさらなる介護保険制度の有効活用が

求められるところである。

介護の問題は、直接的には「医師会マター」では

ないことから医師会総体としての関心が薄いこと

は、大変残念である。しかし「治す医療から支える

医療」が叫ばれ「在宅医療と介護の協働」、急増する

認知症高齢者に対する「医療と介護の連携」などは

今後の重要な課題である。

３次医療圏レベルではなく２次～1.5次医療圏で

活躍されている現場の医師にとっては、介護の問題

は避けて通ることができない問題であると考えられ

る。

今後とも北海道医師会に対しての忌憚のないご意

見をお願いして報告の結びとしたい。


